
経営者のみなさまへ

健康経営®に取り組むことで
生産性の向上や社会的信頼の向上、
人材の定着・確保につながっていきます。

従業員の
健康増進
活力向上

生産性向上
離職率低下

業績向上
健康投資の
拡大

企業価値の
向上

人材の定着

「明治安田 健康経営認定支援サービス」提供中！

明治安田は、
わかりやすく取り組める独自のサポート体制で
貴社の健康経営®に寄り添います！！

「健康経営®」の取組み

はじめませんか？

経営の
好循環

「健康経営®」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。



〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1
TEL.03-3283-8111（代表） 
ホームページ　https://www.meijiyasuda.co.jp/

「健康経営優良法人」の認定取得で、広がる自社のアピール

さらに、さまざまなインセンティブも！
自治体が行なう公共事業・入札審査における加点取扱い
自治体独自の健康経営企業の認定や知事による表彰
自治体による保証料の減額・免除制度の適用や各種奨励金・補助金の提供
金融機関等による融資優遇や保証料の減額・免除制度の適用
求人資料や名刺等への健康経営®に関するロゴやステッカーの利用が可能
中小企業を対象とした補助金審査における加点（事業再構築補助金等）

「明治安田 健康経営認定支援サービス」
わかりやすく健康経営®に取り組めるサポート体制！

健康宣言の発信や目標設定等、健康経営®をはじめるうえでの実質的なフォローから、従業員の健康保持・増進の
取組みを継続的にバックアップ、さらに健康相談や健康管理に役立つさまざまなコンテンツを提供します。

健康経営®にはこんなメリットがあります！

担当者詳しい説明をご希望の方は
後日、弊社職員等がご説明に伺います。
担当者にお声掛けください。

従業員の健康保持・増進
業績等の向上

生産性の向上
組織の活性化

ビジネスパートナーからの信頼

優良人材の獲得

企業イメージの向上

金融機関・投資家・自治体からの評価

従業員の満足度向上
離職率の低下

※具体的な制度については、各自治体、金融機関等にお問い合わせください。

ニ 2400196 地域リレ

受動喫煙対策は
法律に基づくルールです

改正健康増進法

屋内は原則禁煙です！

●学校・保育所 等
●病院・診療所
●市役所 等

喫煙してはいけない場所に、喫煙するための
器具や設備を設置してはなりません。

敷地内禁煙

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた
場所に、喫煙場所を設置することができます。
（特定屋外喫煙場所）

●事務所　●工場
●ホテル・旅館　●飲食店
●公共交通機関（バス・電車） 等

原則屋内禁煙

喫煙する場合は決められた場所、ルールで！
喫煙できる場所には
標識があります

20歳未満の方は、
喫煙エリアに入れません！

喫煙器具・設備の撤去
NOSMOKING

屋外でも家庭でも喫煙する際は周囲への配慮を！

違反者には罰則が適用されることがあります
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